
６月定例会
日　時　　令和元年６月１８日　１３：３０～１５：３０

場　所　　当所　ホール

テーマ　　「よくわかる消費税の軽減税率制度について」

講　師　　舞鶴税務署　法人課部門

　　　   　統括国税調査官　高垣　博好氏

出席者　　１８名

内　容　　　　　　

令和元年  舞鶴商工会議所女性会定例会の第1回目として、6月18日、舞鶴商工会議所ホールにて、朝倉有文舞鶴税務署長、岡田信也同
総務課長、高垣博好統括国税調査官にお越しいただき、令和元年10月1日から消費税率10％引上げに伴い導入される消費税の軽減税率
制度について、講習会を開催しました。

　事業者にとって、消費税の引上げ、それに伴う軽減税率制度を理解することは重要課題であり、また一消費者としても、商品購入の際に、
消費税が8%であるか、10%であるかを知ることは、日常生活の中で不可欠です。実施前にある程度の知識は知っておかなければと、会
員にとっても、とても興味深いものでした。

　高垣調査官の講義を基にリーフレットやDVDを参考に、消費税の基本的な知識や軽減税率の対象品目、日々の取引きや軽減税率対策補
助金制度、また日常の暮らしの中で知っておくべき基礎知識など、難しく厄介に思えていた消費税の軽減税率制度は、受講によりとても理
解しやすくなりました。講義の終わりに理解度チェックのテストを受け、回答と共に詳細に解説して下さり、理解の再確認も出来、大変有
意義な講習会でした。税金の成り立ちや意義を知ることは、納税義務者として役割　　　　　　　　　　　　　　　　を果たすためには大
切なことであると改めて認識しました。

櫻井　さおり

https://www.maizuru.or.jp/%ef%bc%96%e6%9c%88%e5%ae%9a%e4%be%8b%e4%bc%9a-3/
http://www.maizuru.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/高垣調査官の講義.jpg


　高垣調査官の講義                           
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